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○
昭
和
五
十
四
年
交
通
局
告
示
第
十
一
号
（
東
京
都
乗
合
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動
車
の
運
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系
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名
称
及
び
区
間
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部
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
四
号

東
京
都
市
計
画
事
業
晴
海
四
・
五
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
晴
海
四
・
五
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備

事
務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

変
更
の
年
月
日

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
五
号

東
京
都
市
計
画
事
業
豊
洲
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
豊
洲
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備

事
務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

平
成
九
年
十
一
月
十
七
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
九
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

変
更
の
年
月
日

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日



令和4年3月25日（金曜日）東 京 都 公 報（第17543号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
橋
室
町
三
丁
目
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

Ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｓ
ｓ
ｕ
ｓ
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

朱

栢
然

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
大
久
保
一
丁
目
四
番
二
十
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
七
四
〇
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
一
月
十
五
日

二

処
分
年
月
日

令
和
四
年
三
月
十
五
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

家
畜
伝
染
病
の
種
類

ヨ
ー
ネ
病

二

家
畜
の
種
類

鹿

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分

患
畜

四

発
生
頭
数

一
頭

五

発
生
場
所

日
野
市

六

発
生
年
月
日

令
和
四
年
三
月
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
府
中
町
田
線

二

指
定
す
る
区
間

町
田
市
本
町
田
字
乙
二
号
二
千
七
百
二
十
六

番
四
地
先
か
ら
同
所
二
千
七
百
二
十
四
番
二

地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17543号）東 京 都 公 報令和4年3月25日（金曜日）３



令和4年3月25日（金曜日）東 京 都 公 報（第17543号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
町
田
平
山
八
王
子
線

二

指
定
す
る
区
間

町
田
市
下
小
山
田
町
百
七
十
一
番
六
地
先
か

ら
同
所
二
百
三
十
五
番
一
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17543号）東 京 都 公 報令和4年3月25日（金曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
一
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
所
沢
府
中
線

二

指
定
す
る
区
間

府
中
市
栄
町
三
丁
目
十
四
番
十
七
地
内
か
ら

同
市
晴
見
町
二
丁
目
三
十
一
番
十
二
地
内
ま

で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和4年3月25日（金曜日）東 京 都 公 報（第17543号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
二
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
東
村
山
東
大
和
線

二

指
定
す
る
区
間

東
村
山
市
野
口
町
一
丁
目
六
番
二
地
先
か
ら

同
市
野
口
町
四
丁
目
二
番
二
十
六
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17543号）東 京 都 公 報令和4年3月25日（金曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
三
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠
路
線
名

都
道
八
丈
循
環
線

㈡
指
定
す
る
区
間

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
三
千
六
十
番
地
先
か

ら
同
所
二
千
四
百
七
番
三
地
内
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠
路
線
名

都
道
神
湊
八
重
根
港
線

㈡
指
定
す
る
区
間

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
二
千
四
百
九
十
五
番

地
先
か
ら
同
所
三
千
六
十
四
番
二
地
先
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り



令和4年3月25日（金曜日）東 京 都 公 報（第17543号） ８



（第17543号）東 京 都 公 報令和4年3月25日（金曜日）９

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
九
、
八
三
四

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
六
、
四
六
二

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,１１３

中
央
区
選
挙
区

４６,２３３

港
区
選
挙
区

６７,８８４

新
宿
区
選
挙
区

９１,８８８

文
京
区
選
挙
区

６１,６０２

台
東
区
選
挙
区

５６,７７８

墨
田
区
選
挙
区

７７,５８４

江
東
区
選
挙
区

１３７,４２４

品
川
区
選
挙
区

１１２,９０６

目
黒
区
選
挙
区

７８,４０４

大
田
区
選
挙
区

１６９,５７０

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,４３０

渋
谷
区
選
挙
区

６４,４５７

中
野
区
選
挙
区

９４,５７４

杉
並
区
選
挙
区

１４７,８１６

豊
島
区
選
挙
区

７７,２７０

北
区
選
挙
区

９６,６４８

荒
川
区
選
挙
区

５７,２１８

板
橋
区
選
挙
区

１４５,６４８

練
馬
区
選
挙
区

１６９,９４３

足
立
区
選
挙
区

１６１,６５１

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,１５９

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,８８８

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,７０２

立
川
市
選
挙
区

５１,６７５

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,６３８

三
鷹
市
選
挙
区

５３,０９７

青
梅
市
選
挙
区

３７,５３８

府
中
市
選
挙
区

７２,０８３

昭
島
市
選
挙
区

３１,５８４

町
田
市
選
挙
区

１２０,３８８

小
金
井
市
選
挙
区

３４,７０９

小
平
市
選
挙
区

５３,６７８

日
野
市
選
挙
区

５２,２４０

西
東
京
市
選
挙
区

５７,３２１

西
多
摩
選
挙
区

６８,８４５

南
多
摩
選
挙
区

６７,０８９

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,９０１

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,２３４

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,９８８

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,７５９

島
部
選
挙
区

６,９５４

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
十
七
号

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
自
動
車
営
業
所
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通

局
規
程
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
東
京
都
交
通
局
品
川
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
海
第
一
号

系
統
」
及
び
「
、
波
第
一
号
系
統
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
交
通
局

渋
谷
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
Ｒ
Ｈ
第
一
号
系
統
」
の
下
に
「
、
高

第
七
十
一
号
系
統
」
を
加
え
、
同
表
東
京
都
交
通
局
巣
鴨
自
動
車
営

業
所
の
項
中
「
都
第
二
号
系
統
甲
系
統
」
の
下
に
「
、
茶
第
七
号
系

統
」
を
加
え
、
「
茶
第
五
十
一
号
系
統
」
の
下
に
「
、
上
第
一
号
系

統
」
を
加
え
、
「
、
学
第
一
号
系
統
、
学
第
七
号
系
統
」
を
削
り
、

同
表
東
京
都
交
通
局
南
千
住
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
、
Ａ
Ｌ
第
一

号
系
統
及
び
Ｓ
第
一
号
系
統
」
を
「
及
び
Ａ
Ｌ
第
一
号
系
統
」
に
改

め
、
同
表
東
京
都
交
通
局
江
東
自
動
車
営
業
所
の
項
中
「
都
第
四
号

系
統
、
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
交
通
局
江
戸
川
自
動
車
営
業
所
の

項
中
「
東
第
二
十
号
系
統
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
十
八
号

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

深
夜
バ
ス
に
よ
る
旅
客
運
送
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
規
程
（
昭

和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
深
夜
第
７
号
折
返
系
統
の
項
中
「午

前
零
時
５５分

」
を
「午

前
零
時
５０分

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
二
号

昭
和
五
十
四
年
交
通
局
告
示
第
十
一
号
（
東
京
都
乗
合
自
動
車
の

運
行
系
統
の
名
称
及
び
区
間
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
四
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

表
中
東
第
二
十
号
系
統
の
項
を
削
り
、

「
里
第
四
十
八
号
系
統

日
暮

里
駅

前

見
沼

代
親

水
公

園
駅

前

江
北

六
丁

目
団

地
前

往
一
〇
・

八
一
〇

復
一
〇
・

九
九
〇

」
を

「
里
第
四
十
八
号
系
統

日
暮

里
駅

前

見
沼

代
親

水
公

園
駅

前

江
北

六
丁

目
団

地
前

往
一
〇
・

八
一
〇

復
一
〇
・

九
九
〇

に
、

上
第
一
号
系
統

東
大

構
内

東
大

構
内

上
野

公
園

山
下

（
循

五
・
八

七
五

環
）

」

「
秋
第
二
十
六
号
系
統

葛
西

駅
前

秋
葉

原
駅

前

浜
町

中
の

橋

往
一
二
・

一
五
〇

復
一
二
・

五
八
〇
」

を

「
秋
第
二
十
六
号
系
統

葛
西

駅
前

秋
葉

原
駅

前

浜
町

中
の

橋

往
一
二
・

一
五
〇

復
一
二
・

五
八
〇

」
に

茶
第
七
号
系
統

東
大

構
内

東
大

構
内

御
茶

ノ
水

駅
前

（
循

環
）

四
・
〇

八
〇

改
め
、
Ｓ
第
一
号
系
統
の
項
、
学
第
一
号
系
統
の
項
及
び
学
第
七
号

系
統
の
項
を
削
る
。

◉
交
通
局
告
示
第
三
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
の
運
輸
営
業
を
次
の
よ
う
に
一
時
休
止
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

一

運
行
系
統
の
名
称

深
夜
第
一
号
系
統
、
深
夜
第
十
号
甲
系

統
、
深
夜
第
十
号
乙
系
統
及
び
深
夜
第

十
四
号
系
統

二

休
止
期
間

令
和
四
年
四
月
四
日
か
ら
当
分
の
間

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


